
保険証をお忘れの方の診療費

令和６年１月から
月初の受診時に保険証が確認できない場合、
診療費を一旦１０割負担でお支払いを
お願いさせていただきます。

正しい保険請求情報の確認のため、

ご理解・ご協力をお願いいたします。

※当月中に保険証をお持ちいただけましたら、保険負担分を払戻しさせていただきます。

※当月中に保険証をお持ちいただけなかった場合は、当院からの払い戻しはできません。

患者さんご自身により保険証の発行元でのお手続きをお願いいたします。


